
平成３０年７月豪雨に係る広島県東広島市への 

市町村職員の派遣について 

この度、広島県東広島市から愛知県に対し、被災者への罹
り

災証明書の

交付に当たり、被災した約７００棟の家屋の被害認定業務を行う人員が

不足するため、家屋の調査に従事可能な職員の派遣要請がありました。 

このため、愛知県は各市町村と調整を進め、第１陣として下記のとお

り１０名の市町村職員を派遣することとしましたので、お知らせします。 

記 

１ 派遣する市町村職員 

豊橋市、岡崎市、一宮市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、 

小牧市、知立市、日進市の職員各１名 計１０名 

２ 派遣期間 

７月１９日（木）から７月２３日（月）まで［５日間］ 

３ その他 

 東広島市災害対策本部要員として防災局職員２名を派遣中 

 （平成３０年７月９日発表済） 

※ 東広島市からの要請に応じて、第２陣、第３陣の職員派遣について

も引き続き市町村と調整を進めていきます。 

平成３０年７月１８日（水） 

愛知県総務部市町村課 

公務員グループ 

担当 今井、本行 

内線 ２２２３、２２２４ 

ダイヤルイン ０５２-９５４-６６３０ 

愛知県防災局災害対策課 

災害対策グループ 

担当 二村、福西 

内線 ２５１１、２５１２ 

ダイヤルイン ０５２－９５４－６１９３


